
 
 

岡山大学経済学部履修細則【昼間コース】 

（趣旨） 

第１条 この細則は，岡山大学経済学部規程（平成１６年岡大経規程第１号）の規定に基づき，岡山大学経済学

部（以下「本学部」という）昼間コースにおける授業科目の履修方法について，必要な事項を定めるもので

ある。 

（教育課程） 

第２条 本学部昼間コースの教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目により編成する。 

（４学期制） 

第３条 本学部昼間コースの授業は「４学期制」に沿って開講する。４学期制は２か月を１学期とし，１学年を

第１学期から第４学期の４学期に区分し，以後第４学年まで計１６学期にわたり教育課程（カリキュラム）

の編成を行う。これらの学年，学期は次のとおりである。 

学 年 第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年 第 ４ 学 年 

学 期 
第１学期 第２学期 

第３学期 第４学期 

第１学期 第２学期 

第３学期 第４学期 

第１学期 第２学期 

第３学期 第４学期 

第１学期 第２学期 

第３学期 第４学期 

（教養教育科目） 

第４条 教養教育科目の授業科目名及び履修方法等は別に定める。 

（専門教育科目） 

第５条 本学部で開講する専門教育科目は別に定める。 

２ 専門教育科目は，対象年次以上の学生が履修できる。 
３ 専門教育科目は，別に定めのない限り，同一名の授業科目を重複して履修することはできない。 

（ユニット及びモジュール） 

第６条 本学部昼間コースに，ユニット（分野別・特色別小科目群）及びモジュール（複数ユニットをまたがる

系統別大科目群）を置く。 

２ ユニット及びモジュールの授業科目等は別に定める。 

（副専攻コース） 

第７条 成績優秀者には，他学部開設の副専攻コースの履修を許可することがある。 

２ 副専攻コースに関し必要な事項は別に定める。 

（グローバル人材育成特別コース） 

第８条 グローバル人材育成特別コースの履修を許可することがある。 

２ グローバル人材育成特別コースに関し必要な事項は別に定める。 

（履修単位数の上限） 

第９条 本学部昼間コースにおける履修単位数の上限は，年間４４単位（集中講義科目は含めない）とする。た

だし，交流協定等に基づく３ヶ月以上の留学後は，３年次まで履修単位の上限を年間６０単位とする。また，

４年次は履修単位数の上限は設けない。 

２ 卒業要件単位数に算入しない「高度学修指導」は履修単位数の上限には含まない。 

３ 卒業要件単位数に算入しない「教育職員免許状の取得に係る教職に関する科目」「職業指導に関する科目」

「副専攻コース」等と，卒業要件単位数に算入する「グローバル人材育成特別コース」の履修については，

履修単位数の上限に含まない。 

４ 補習教育の授業科目は履修単位数の上限には含まない。 

（卒業要件単位数） 

第 10 条 本学部昼間コースの卒業要件単位数は，次の各項が定める単位を含めて，合計１２４単位とする。 

２ 教養教育科目は，以下の各項に従い，経済学部規程別表１「昼間コースの教養教育科目」に定める単位を含

めて３０単位以上を修得することとし，４０単位を限度に卒業要件単位に含める。 

 一 人文・社会科学系科目，生命科学系科目，自然科学系科目はそれぞれ２単位を選択必修とする。 

 二 英語科目は，「英語（スピーキング，リーディング，ライティング，リスニング）－１・２」の各０．５

単位，及び「英語（S＆L，R＆W）－１・２」の各１単位，合計８単位を必修とする。ただし，外国人留学



 
 

生は，日本語系科目の１単位の履修をもって英語科目の１単位分に代えることができる。 

 三 情報リテラシー系科目は１単位を必修とする。 

 四 数理・データサイエンスの基礎は１単位を必修とする。 

 五 高年次教養科目は１単位を必修とする。 

 六 全学ガイダンス科目は１単位必修，学部ガイダンス科目「修学の方法」は２単位必修とする。 

 七 補習教育の授業科目の修得単位については，卒業要件単位に算入できない。 

３ 専門教育科目は，次の各号に従い，下表に定める単位を含めて，８４単位以上を修得することとし，９４単

位を限度に卒業要件単位に含める。 
 一 外国人留学生が外国人留学生用の授業科目を修得した場合は，専門科目の自由選択科目とする。 

 二 他学部の専門教育科目の修得単位は，２０単位を限度とし，専門科目の自由選択科目として卒業要件単位

に算入できる。ただし，他学部の専門教育科目の中には，教養教育科目へ読み替える科目がある。 
 三 「教育職員免許状の取得に係る教職に関する科目」「職業指導に関する科目」「副専攻コース」の修得単位

については，卒業要件単位に算入できない。 

科目区分 授  業  科  目 卒業要件単位数 

専門基礎科目 経済学部昼間コースの専門基礎科目 １２単位選択必修 

専門科目 

基礎研究 

卒業研究 

１単位必修 

８単位必修 

基礎研究，卒業研究以外の専門科目 

１２単位を超える専門基礎科目 

教養教育科目へ読み替えない他学部の専門教育科目（２０単位まで） 

６３単位以上 

７３単位以内 

自由選択 

合            計 
８４単位以上 

９４単位以内 

４ 入学前あるいは入学後に国内外の他の大学・短期大学で修得した単位を，６０単位を限度に本学部の授業科

目（教養教育科目及び専門教育科目）の単位に読み替えて，卒業要件単位に算入することがある。 

（基礎研究） 

第 11 条 基礎研究は，１年次の第３学期・第４学期に履修できる。履修方法等は別に定める。 

２ 基礎研究の単位は１単位を必修とする。 

（卒業研究） 

第 12 条 卒業研究は，担当教員の選考を経て，３年次及び４年次に履修できる。選考方法等は別に定める。 
２ 卒業研究は，２年次修了までに基礎研究を修得済みか，もしくは修得見込みであることを履修条件とする。

ただし，特別な事情を有する場合で，教務委員会の承認を得た学生についてはこの限りでない。 
３ 卒業研究の単位は各２単位で，８単位を必修とする。履修の上限は，原則として３年次及び４年次に各４単

位とする。ただし，本学部が定める早期卒業候補者の認定基準を満たした早期卒業希望者には，３年次に８

単位の履修を認める。 
（卒業論文） 

第 13 条 卒業論文は，担当教員の許可を得た上で，４年次に履修できる。ただし，本学部が定める早期卒業候

補者の認定基準を満たした早期卒業希望者には，３年次での履修を認める。申請方法等は別に定める。 

２ 卒業論文の単位は４単位とし，専門科目の自由選択科目として卒業要件単位に算入できる。ただし，早期卒

業希望者は必ず履修しなければならない。 

（高度学修指導） 

第 14 条 高度学修指導は，高度専門職業人や大学院進学等を目指す学生が，指導を受けることを希望する教員

による選考を経て履修できる。申請方法等は別に定める。 

２ 高度学修指導は，原則として１年次の第３学期から履修を開始する。ただし，２年次の第２学期までであれ

ば，途中からの履修を認めることがある。 

３ 高度学修指導の単位は各１単位で，各学期に１単位を履修できる。ただし，修得した単位を卒業要件単位に

算入することはできない。 



 
 

（履修登録） 

第 15 条 履修登録は，原則として各学年の第１学期初め，及び第３学期初めの定められた期間に行わなければ

ならない。 

２ 履修登録は，教養教育科目及び専門教育科目についてパソコンで学務システムよりＷＥＢ入力で行う。 

３ 基礎研究の履修手続きについては，別途掲示する。 
４ 特殊講義（国際的人材育成プログラム）の履修手続きについては，別途掲示する。 
５ 就業体験実習の履修手続きについては，別途掲示する。 

６ 海外特別演習の履修手続きについては，別途掲示する。 
７ 他学部開講科目（教職関係科目を含む）を履修しようとする学生は，当該科目が開講される学部の時間割等

を自身で確認の上，履修登録を行う。 

８ 授業時間の重複する授業科目を選択した場合には，そのいずれの科目についても無効とする。 

  



 
 

岡山大学経済学部履修細則【夜間主コース】 

（趣旨） 

第１条 この細則は，岡山大学経済学部規程（平成１６年岡大経規程第１号）の規定に基づき，岡山大学経済学

部（以下「本学部」という）夜間主コースにおける授業科目の履修方法について，必要な事項を定めるもの

である。 

（教育課程） 

第２条 本学部夜間主コースの教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目により編成する。 

（セメスター制） 

第３条 本学部夜間主コースの授業は「セメスター制」に沿って開講する。セメスター制は半年を１学期とし，

１学年を原則として前期及び後期の２学期に区分し，以後第４学年まで計８学期にわたり教育課程（カリキ

ュラム）の編成を行う。これらの学年，学期及びセメスターの関係は次のとおりである。 

学  年 第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年 第 ４ 学 年 

ｾﾒｽﾀｰ 第１ｾﾒｽﾀｰ 第２ｾﾒｽﾀｰ 第３ｾﾒｽﾀｰ 第４ｾﾒｽﾀｰ 第５ｾﾒｽﾀｰ 第６ｾﾒｽﾀｰ 第７ｾﾒｽﾀｰ 第８ｾﾒｽﾀｰ 

期  別 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 

（教養教育科目） 

第４条 教養教育科目の授業科目名及び履修方法等は別に定める。 

（専門教育科目） 

第５条 本学部で開講する専門教育科目は別に定める。 

２ 専門教育科目は，対象年次以上の学生が履修できる。 
３ 専門教育科目は，別に定めのない限り，同一名の授業科目を重複して履修できない。また，昼間コースと夜

間主コース間で重複履修不可に指定された授業科目を重複して履修できない。 

（履修コース） 

第６条 本学部夜間主コースに「総合学修コース」及び「実践力強化コース」の二つの履修コースを置く。 

２ 学生は，２年次初めから希望する履修コースに所属する。ただし，所属する履修コースは変更することがで

きる。履修コースの希望や変更に関する手続き等は別に定める。 

（副専攻コース） 

第７条 成績優秀者には，他学部開設の副専攻コースの履修を許可することがある。 

２ 副専攻コースに関し必要な事項は別に定める。 

（グローバル人材育成特別コース） 

第８条 グローバル人材育成特別コースの履修を許可することがある。 

２ グローバル人材育成特別コースに関し必要な事項は別に定める。 

（履修単位数の上限） 

第９条 本学部夜間主コースにおける履修単位数の上限は，次の各号のとおりとする。 

 一 夜間の授業科目は無制限とする。 

 二 集中講義は無制限とする。 

 三 昼間の授業科目（集中講義を除く）は年間２０単位までとする。 

２ 卒業要件単位数に算入しない「教育職員免許状の取得に係る教職に関する科目」「職業指導に関する科目」

「副専攻コース」等と，卒業要件単位数に算入する「グローバル人材育成特別コース」の履修については，

履修単位数の上限に含まない。 

３ 補習教育の授業科目は履修単位数の上限には含まない。 

（卒業要件単位数） 

第 10 条 本学部夜間主コースの卒業要件単位数は，次の各項が定める単位を含めて，合計１２４単位とする。 

２ 教養教育科目は，次の各号に従い，経済学部規程別表３「夜間主コースの教養教育科目」に定める単位を含

めて，総合学修コースは３４単位，実践力強化コースは３４単位以上を修得することとする。 
 



 
 

 一 人文・社会科学系科目，生命科学系科目，自然科学系科目は，この中から２学系を選択し，それぞれ２単

位（合計４単位）を選択必修とする。 

 二 英語科目は，「英語（ネイティブ）」２単位を必修とする。また，「英語（オラコン）」「英語（作文・文法）」

「英語（読解）」「英語（検定）」の中から２授業科目（４単位）を選択必修とする。 

 三 情報リテラシー系科目は２単位を必修とする。 

 四 全学ガイダンス科目は１単位必修，学部ガイダンス科目「修学の方法」は２単位必修とする。 
 五 補習教育の「初等数学」等の修得単位は，卒業要件単位に算入できない。 

３ 専門教育科目は，次の各号に従い，下表に定める単位を含めて，総合学修コースは９０単位，実践力強化コ

ースは９０単位以上を修得することとする。 
 一 「教育職員免許状の取得に係る教職に関する科目」及び「職業指導に関する科目」並びに「副専攻コース」

の修得単位については，卒業要件単位に算入できない。 
 二 その他，本細則第９条の履修上限及び第 11 条の卒業要件算入単位数の制限を受ける。 

授 業 科 目 
卒業要件単位数 

総合学修コース 実践力強化コース 

専門基礎科目 

経済学部夜間主コースの専門基礎科目  
経済学部が指定する経済学部昼間コースの専門

基礎科目※ 

５４単位 

選択必修  
 

（共通専門科目

は６単位まで含

めることができ

る） 

１０単位 

選択必修 

専門講義科目  

経済学部夜間主コースの専門講義科目  
経済学部が指定していない経済学部昼間コース

の専門基礎科目  
経済学部昼間コースの専門講義科目  
法学部昼間コースの共通専門科目  

５４単位 

選択必修  
 

（共通専門科目は

１８単位まで含め

ることができる）  専門演習科目  
経済学部夜間主コースの専門演習科目 

（演習）（２単位まで） 

共通専門科目 法学部夜間主コースの共通専門科目 

卒業論文（４単位） 

テーマ学修（最大１２単位）  
選択必修単位数を超えて修得した専門基礎科目 

選択必修単位数を超えて修得した専門講義科目 

選択必修単位数を超えて修得した専門演習科目 

選択必修単位数を超えて修得した共通専門科目（法） 

昼間コースの卒業研究（８単位まで） 

就業体験実習（２単位まで） 

海外特別演習（４単位まで） 

他学部の専門教育科目（昼間開講は２０単位まで） 

本学部が公示した放送大学との単位互換科目 

（教養教育科目に含めるものと合わせて３０単位まで） 

３６単位 

自由選択 

２６単位 

自由選択 

合             計 ９０単位 ９０単位 

 

 

 

 

 



 
 

※【経済学部が指定する経済学部昼間コースの専門基礎科目】 

授業科目 単位 

ミクロ経済学入門 2 

マクロ経済学入門 2 

統計学入門 2 

経済・経営数学Ⅰ 2 

経営学入門 2 

会計学入門 2 

現代日本経済史 2 

日本経済入門 2 

グローバル経済入門 2 

東洋経済史 2 

 

４ 放送大学が提供する本学との単位互換科目を，合計３０単位まで卒業要件単位に算入できる。そのうち，本

学部が公示した授業科目は専門科目の自由選択科目とし，それ以外の授業科目は教養教育科目の自由選択科

目とする。履修手続きや単位認定等の詳細は別に定める。 

５ 入学前あるいは入学後に国内外の他の大学・短期大学で修得した単位を，６０単位を限度に本学部の授業科

目（教養教育科目及び専門教育科目）の単位に読み替えて，卒業要件単位に算入することがある。 

（昼間開講科目の卒業要件算入単位数） 

第 11 条 昼間に開講される教養教育科目・本学部専門教育科目・他学部専門教育科目の卒業要件算入単位数に

ついては，次の各項に従い，下図に定めるとおりとする。 

 

卒業要件単位数に算入できる昼間開講科目の単位 

 
 合計 40 単位まで（※） 

昼間開講の 

教養教育科目 

10 単位まで 

経済学部昼間コースの 

専門教育科目 

40 単位まで 

他学部の 

昼間開講専門教育科目 

20 単位まで 

※昼間開講の法学部の共通専門科(公共政策論，企業法務論)目は，経済学部昼間コースの専門教育科目に含める。 

 

２ 卒業要件算入単位数は最終年次までの通算とする。なお，履修の結果，卒業要件算入単位数を超えて単位を

修得した場合は，その超えた単位数は卒業要件単位に算入しない。 

３ 他学部が昼間に開講する専門教育科目のうち，全ての学部の学生を履修対象として開講している特定の授業

科目（昼間の教養教育科目履修の手引・授業時間表を参照）を履修し，単位を修得した場合は，昼間開講の

教養教育科目として卒業要件単位に算入する。 

４ 履修できる昼間開講の教養教育科目は，原則として本学部昼間コース学生と同様とする。ただし，ガイダン

ス科目，情報処理入門，英語，ドイツ語，フランス語，中国語の各科目は履修できない。 

  副専攻コース及びグローバル人材育成特別コースの学生は，これにかかわらず，昼間開講の英語科目を履修

することができる。 

５ 経済学部昼間コースの基礎研究は履修できない。 

（専門演習科目） 

第 12 条 専門演習科目について，演習は３年次から２単位まで履修できる。ただし，教職課程履修者はこの履

修年次制限の対象外とする。 

２ 専門演習科目の単位は，総合学修コースでは経済学部夜間主コースの専門演習科目と経済学部の専門基礎科

目と経済学部の専門科目と法学部の共通専門科目の修得単位と合わせて５４単位以上，実践力強化コースで



 
 

は経済学部夜間主コースの専門演習科目と経済学部の専門科目と法学部の共通専門科目の修得単位と合わせ

て５４単位以上を修得しなければならない。 

３ 上記の単位を超えて修得した専門演習科目の単位は，専門科目の自由選択科目として，卒業要件単位に算入

できる。 

４ 専門演習科目の履修者の上限は原則１０名とする。履修者数が上限を超えた場合，前年度末での成績（GPA）

で選考を行う。 

（テーマ学修） 

第 13 条 テーマ学修は，担当教員の許可を得た上で，２年次から履修できる。申請方法等は別に定める。 

２ テーマ学修の単位は各２単位で，各学期に２単位を履修できる。総合学修コース，実践力強化コースともに

専門科目の自由選択科目として，最大１２単位を卒業要件単位に算入できる。 
３ テーマ学修を履修する場合は，重複して昼間コースの卒業研究は履修できない。 

（卒業論文） 

第 14 条 卒業論文は，担当教員の許可を得た上で，４年次に履修できる。申請方法等は別に定める。 

２ 卒業論文の単位は４単位とし，総合学修コース，実践力強化コースともに専門科目の自由選択科目として，

卒業要件単位に算入できる。 

（昼間コースの卒業研究） 

第 15 条 昼間コースの卒業研究は，担当教員の許可を得た上で，３年次から履修できる。その際に昼間コース

学生にたいして定められた履修条件を満たす必要はない。申請方法等は別に定める。 

２ 昼間コースの卒業研究の単位は各２単位で，各学期に２単位を履修でき，最大８単位を専門科目の自由選択

科目として卒業要件単位に算入できる。 

３ 昼間コースの卒業研究を履修する場合は，重複してテーマ学修は履修できない。 

（高度学修指導） 

第 16 条 高度学修指導は，高度専門職業人や大学院進学等を目指す学生が，指導を受けることを希望する教員

による選考を経て履修できる。申請方法等は別に定める。 

２ 高度学修指導は，原則として１年次の後期から履修を開始し，４年次まで履修することができる。ただし，

２年次の前期までであれば，途中からの履修を認めることがある。 

３ 高度学修指導の単位は各１単位で，各学期（４学期制における学期）に１単位を履修できる。ただし，修得

した単位を卒業要件単位に算入することはできない。 
（履修登録） 

第 17 条 履修登録は，原則として各学年の第１学期（前期）初め，及び第３学期（後期）初めの定められた期

間に行わなければならない。 

２ 履修登録は，教養教育科目及び専門教育科目についてパソコンで学務システムよりＷＥＢ入力で行う。 

３ 特殊講義（国際的人材育成プログラム）の履修手続きについては，別途掲示する。 
４ 就業体験実習の履修手続きについては，別途掲示する。 

５ 海外特別演習の履修手続きについては，別途掲示する。 
６ 他学部開講科目（教職関係科目を含む）を履修しようとする学生は，当該科目が開講される学部の時間割等

を自身で確認の上，履修登録を行う。 

７ 授業時間の重複する授業科目を選択した場合には，そのいずれの科目についても無効とする。 


